
★
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

　

指
定
管
理
者
制
度
は
、
平
成　

年
の
地
方
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自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
「
公

の
施
設
」
の
管
理
、
運
営
を
民
間
企
業
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
町
内
会
等
の
団
体
に
幅
広
く
代
行
さ
せ

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
よ
り
、

民
間
事
業
者
等
の
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し

た
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
管
理
運
営
の
効

率
化
、
あ
る
い
は
、
利
用
団
体
等
が
自
ら
管

理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
運
営
に
対
す
る

創
意
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
る
な
ど

様
々
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

こ
の
た
び
決
定
し
た
指
定
管
理
者
は
、
い

ず
れ
も
使
用
者
が
主
体
の
団
体
を
指
定
管
理

者
に
選
考
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
団
体
の

活
動
実
績
や
専
門
性
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し

な
が
ら
、
指
定
管
理
者
と
し
て
の
裁
量
を
発

揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
へ
の
さ
ら
な

る
サ
ー
ビ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
民
館
や
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に

つ
い
て
は
、
施
設
を
活
用
し
た
ソ
フ
ト
事
業

に
つ
い
て
も
指
定
管
理
者
に
委
託
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
施
設
の
利
用
拡
大
に
向
け
た
展

開
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

★
新
し
い
料
金
に
つ
い
て

　

新
し
い
料
金
に
つ
い
て
は
、
市
が
受
益
者

負
担
の
適
正
化
の
原
則
に
基
づ
き
、
条
例
に

よ
り
定
め
た
料
金
を
上
限
に
、
指
定
管
理
者

が
施
設
の
経
営
や
利
用
率
等
を
考
慮
し
な
が

ら
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
こ
の
た
び
、
１
時
間
あ
た
り
の
単

価
を
午
前
、
午
後
、
夜
間
に
か
か
わ
ら
ず
全

時
間
共
通
と
す
る
よ
う
見
直
し
ま
し
た
。

　

指
定
管
理
者
へ
の
移
行
に
よ
り
、
み
な
さ

ん
が
支
払
う
料
金
が
管
理
者
の
収
入
と
な
り
、

市
か
ら
の
委
託
料
と
あ
わ
せ
て
、
施
設
の
管

理
・
運
営
経
費
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

公共施設の運営、料金がかわります
市では、平成１８年4月１日から体育施設や文化施設などの公の施設に
ついて、さらなる市民サービスの向上や施設管理の効率化を図るため、
民間企業や各種団体の運営ノウハウを活用する指定管理者制度を導
入します。今月号では、指定管理者制度の概要、各公共施設の指定管
理者、新たな料金についてお知らせします。

�４月から新たに指定管理者へ移行する施設
指定期間指 定 管 理 者 名施　設
3年

特定非営利活動法人留萌市文化会議
留萌市中央公民館

3年留萌市文化センター

3年

特定非営利活動法人留萌体育協会

留萌市スポーツセンター

3年留萌市勤労者体育センター

3年留萌市民ゲートボール場

3年留萌市弓道場

3年留萌市港南コミュニティセンター運営協議会留萌市港南コミュニティセンター

3年留萌市港北コミュニティセンター運営協議会留萌市港北コミュニティセンター

3年留萌市港東コミュニティセンター運営協議会留萌市港東コミュニティセンター

3年留萌市港西コミュニティセンター運営協議会留萌市港西コミュニティセンター

3年留萌市三泊町内会留萌市三泊住民センター

3年留萌市潮静町内会留萌市潮静住民センター

3年留萌市みどり会館運営協議会留萌市みどり会館

3年黄金団地親睦会留萌市黄金会館

3年大和田生活館運営委員会留萌市大和田生活館

�すでに指定管理者を導入している施設
指定期間指 定 管 理 者 名施　設
1年

留萌市勤労福祉センター運営協議会

総合福祉センター

1年働く婦人の家

1年共同福祉センター

3年留萌市東部地区公民館運営協議会留萌市東部地区公民館

3年藤山萌えるの会留萌市農村交流センター
（こさえーる）
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４
月
か
ら
の
新
料
金
と
各
施�

設
の
お
問
い
合
わ
せ
先
は
、�

次
の
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す�
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�中央公民館　問合せ先：ＮＰＯ法人留萌市文化会議 �42-3333まで
全日（９～２２時）夜間（１8～22時）午後（１５～１８時）午後（１２～１５時）午前（９～１２時）時　間　区　分

4,620円1,680円1,260円1,260円1,260円研修会議室(A・Ｂ)
8,360円3,040円2,280円2,280円2,280円研修会議室Ｃ
13,310円4,840円3,630円3,630円3,630円研修会議室１号
2,750円1,000円750円750円750円研修会議室２号
2,530円920円690円690円690円和室(A・Ｂ・Ｃ)
3,410円1,240円930円930円930円託児会議室
5,830円2,120円1,590円1,590円1,590円視聴覚室
8,030円2,920円2,190円2,190円2,190円調理実習室
7,260円2,640円1,980円1,980円1,980円実験工作室
29,920円10,880円8,160円8,160円8,160円講堂（小ホール）
700円ロビー

注1）開館時間は、５月～１０月は夏時間２2：00まで、１１月～４月は冬時間21：00まで。冬時間の夜間と全日は、おのおの１時間分減額します。
注2）市内の団体が高校生以下の青少年を対象として活動を行う場合の料金は、無料とします。

�文化センター　問合せ先：ＮＰＯ法人留萌市文化会議 �42-3333まで
全日（９～２２時）夜間（18～22時）午後（13～１7時）午前（９～１２時）時　間　区　分

53,200円21,280円21,280円15,960円平日①基本料金（入場料を徴収しない、又は 
　1,000円以下の入場料を徴収する場合） 66,400円26,560円26,560円19,920円土、日、祝日

106,400円42,560円42,560円31,920円平日②1,000円を超え3,000円以下の入場料　
等を徴収する場合 132,800円5,3120円5,3120円39,840円土、日、祝日

159,600円63,840円63,840円47,880円平日③3,000円を超え5,000円以下の入場料　
等を徴収する場合 199,200円79,680円79,680円59,760円土、日、祝日

212,800円85,120円85,120円63,840円平日④5,000円を超える入場料等を徴収する
　場合 265,600円106,240円106,240円79,680円土、日、祝日

15,900円6,360円6,360円4,770円平日
練習または準備をする場合

19,900円7,960円7,960円5,970円土、日、祝日
1,500円600円600円450円①の場合

楽　屋 3,000円1,200円1,200円900円②の場合

②の場合と同じ③の場合
④の場合

注1）開館時間は、５月～１０月は夏時間２2：00まで、１１月～４月は冬時間21：00まで。冬時間の夜間と全日は、おのおの１時間分減額します。
注2）市内の団体が高校生以下の青少年を対象として活動を行う場合の料金は、無料とします。

�スポーツセンター　問合せ先：ＮＰＯ法人留萌体育協会 �42-2917まで
全日（９～２1時）夜間（18～21時）午後（12～１8時）午前（９～１２時）使　用　区　分

19,080円4,770円4,770円4,770円幼児、児童及び生徒入場料を徴収
しない場合

アマチュアスポ
ーツに使用する
場合
※半面は半額

第
一
体
育
室

団　

体　

専　

用

28,560円7,140円7,140円7,140円学生及び一般
57,240円14,310円14,310円14,310円幼児、児童及び生徒入場料を徴収

する場合 85,680円21,420円21,420円21,420円学生及び一般
47,300円25,300円15,200円10,100円営利を目的としない場合入場料を徴収

しない場合その他催物に使
用する場合
※半面は半額

152,100円84,500円50,700円33,800円営利を目的とする場合
101,400円50,700円33,800円25,300円営利を目的としない場合入場料を徴収

する場合 270,400円135,200円84,500円59,100円営利を目的とする場合
5,640円1,410円1,410円1,410円アマチュアスポーツに使用する場合

第二体育室
50,400円12,600円12,600円12,600円その他催物に使用する場合

70円70円70円児童及び生徒
個人で使用する場合 100円100円100円高校生

180円180円180円学生及び一般
注1）午後料金については、12：00～18：00までの間のいずれかで３時間使用した場合の料金です。
注2）市内の団体が高校生以下の青少年を対象として活動を行う場合の団体料金は、無料とします。（個人料金は除く）

�勤労者体育センター　問合せ先：ＮＰＯ法人留萌体育協会 �42-2917まで
全日（９～２1時）夜間（18～21時）午後（12～１8時）午前（９～１２時）使　用　区　分

7,080円1,770円1,770円1,770円幼児、児童及び生徒入場料を徴収
しない場合アマチュアスポ

ーツに使用する
場合

団　

体　

専　

用

10,680円2,670円2,670円2,670円学生及び一般
21,600円5,400円5,400円5,400円幼児、児童及び生徒入場料を徴収

する場合 27,000円6,750円6,750円6,750円学生及び一般
13,000円6,500円4,500円2,600円営利を目的としない場合入場料を徴収

しない場合その他催物に使
用する場合

26,000円13,000円9,100円6,500円営利を目的とする場合
18,200円9,100円6,500円3,900円営利を目的としない場合入場料を徴収

する場合 39,000円19,500円13,000円9,100円営利を目的とする場合
70円70円70円児童及び生徒

個人で使用する場合 100円100円100円高校生
180円180円180円学生及び一般

注1）午後料金については、12：00～18：00までの間のいずれかで３時間使用した場合の料金です。
注2）市内の団体が高校生以下の青少年を対象として活動を行う場合の団体料金は、無料とします。（個人料金は除く）

�弓道場　問合せ先：ＮＰＯ法人留萌体育協会 �42-2917まで
全日（９～２1時）夜間（18～21時）午後（12～１8時）午前（９～１２時）使　用　区　分

10,680円2,670円2,670円2,670円学生及び一般団　体　専　用
70円70円70円児童及び生徒

個人で使用する場合 100円100円100円高校生
180円180円180円学生及び一般

注2）市内の団体が高校生以下の青少年を対象として活動を行う場合の団体料金は、無料とします。（個人料金は除く）5



�港南コミュニティセンター　問合せ先：港南コミュニティセンター運営協議会 �42-6538まで
葬儀前日（9～22時）夜間（１7～22時）午後（１２～１7時）午前（９～１２時）

時　間　区　分
冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期

6,000円4,000円2,850円1,900円2,250円1,500円1,350円900円集会室
1,800円1,200円900円600円750円500円600円400円和室（Ａ・Ｂ）
1,800円1,200円900円600円750円500円600円400円会議室Ａ
1,500円1,000円750円500円600円400円450円300円会議室Ｂ
1,500円1,000円750円500円600円400円450円300円和室（２Ｆ）
1,800円1,200円900円600円750円500円600円400円実習室

45,000円33,000円16,200円10,800円7,950円5,300円6,450円4,300円4,650円3,100円全館
※夏期：５月１６日～１０月１４日、　冬期：10月1５日～５月１５日

�港北コミュニティセンター　問合せ先：港北コミュニティセンター運営協議会 �42-2719まで
葬儀前日（9～22時）夜間（１7～22時）午後（１２～１7時）午前（９～１２時）

時　間　区　分
冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期

10,800円6,750円4,800円3,000円3,840円2,400円2,400円1,500円集会室
3,840円2,400円1,680円1,050円1,440円900円1,200円750円研修室・会議室
3,840円2,400円1,680円1,050円1,440円900円1,200円750円実習室
3,360円2,100円1,440円900円1,200円750円960円600円和室（Ａ・Ｂ・Ｃ）

50,000円40,000円28,560円17,850円12,480円7,800円10,320円6,450円7,680円4,800円全館
※夏期：５月１６日～１０月１４日、　冬期：10月1５日～５月１５日

�港東コミュニティセンター　問合せ先：港東コミュニティセンター運営協議会 �43-6446まで
葬儀前日（9～22時）夜間（１7～22時）午後（１２～１7時）午前（９～１２時）

時　間　区　分
冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期

8,400円6,000円4,200円3,000円3,500円2,500円2,000円1,500円集会室
2,800円2,000円1,200円850円950円700円600円500円和室（Ａ・Ｂ・Ｃ）
3,200円2,300円1,400円1,000円1,200円850円800円600円会議室
3,200円2,300円1,400円1,000円1,200円850円800円600円実習室

50,000円40,000円23,000円16,600円10,500円7,550円8,800円6,300円5,000円4,200円全館
※夏期：５月１６日～１０月１４日、　冬期：10月1５日～５月１５日

�港西コミュニティセンター　問合せ先：港西コミュニティセンター運営協議会 �43-0620まで
葬儀前日（9～22時）夜間（１7～22時）午後（１２～１7時）午前（９～１２時）

時　間　区　分
冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期冬期夏期

8,400円6,000円4,200円3,000円3,500円2,500円2,000円1,500円集会室
2,800円2,000円1,200円850円950円700円600円500円和室（Ａ・Ｂ・Ｃ）
3,200円2,300円1,400円1,000円1,200円850円800円600円会議室
3,200円2,300円1,400円1,000円1,200円850円800円600円実習室

75,000円52,000円23,000円16,600円10,500円7,550円8,800円6,300円5,000円4,200円全館
※夏期：５月１６日～１０月１４日、　冬期：10月1５日～５月１５日
注）夏期期間については９：00～21：00まで、冬期期間については10：00～21：00までの開館とします。

備　考高校生以下一般使 用 区 分
150円300円個人１人につき１日

パ ー ク ゴ ル フ 場

神
居
岩
公
園

団体は20名以上の使用をいいます100円200円団体１人につき１日
12回の１日使用ができます1,500円3,000円回数券
団体使用時には利用できません9,000円18,000円１人１シーズン

注）１日の時間帯については、５月～９月まで8：00～18：00まで、10月は8：00～17：00までです。

�有料公園施設　問合せ先：市役所都市整備課 �42-2010まで　※有料公園施設は、指定管理者へ移行しません。
備　考１時間午前または午後１日使　用　区　分

１日とは、午前９時から午後５時までです

午前とは、午前９時から午後１時までです

午後とは、午後１時から午後９時までです

夜間とは、午後５時から午後９時までです

（ソフトボール場のみ夜間利用可、料金は午

後と同じです）

700円2,800円5,600円一 般
野 球 場

浜 
中 
運 
動 
公 
園

350円1,400円2,800円高校生以下
200円800円1,600円一 般

テ ニ ス コ ー ト
100円400円800円高校生以下
500円2,000円4,000円一 般陸 上 競 技 場

及 び サ ッ カ ー 場 250円1,000円2,000円高校生以下
400円1,600円3,200円一 般

ソ フ ト ボ ー ル 場 200円800円1,600円高校生以下
800円(夜間のみ30分)夜間照明

無料ボールの遊びの広場

使用できるのは午前９時から午後５時までです
100円（1人１時間）一 般

パ ー ク ゴ ル フ 場
50円（1人１時間）高校生以下

時間区分は浜中運動公園と同じです

700円2,800円5,600円一 般
野 球 場見

晴
公
園

350円1,400円2,800円高校生以下
200円800円1,600円一 般

テ ニ ス コ ー ト
100円400円800円高校生以下
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Ａ　
 
介
護
保
険
料
は
、３
年
に
一
度
見
直

し
を
し
て
い
ま
す
。今
年
は
、そ
の
見
直
し

の
年
に
あ
た
り
、平
成　

年
度
か
ら
平
成

１８

　

年
度
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
ど
れ
く
ら
い

２０利
用
さ
れ
る
か
を
計
算
し
て
保
険
料
を
算

定
し
ま
し
た
。（
左
記
の
と
お
り
）

介
護
保
険
料
は
、３
年
に
一
度
見
直
し
を

し
て
い
ま
す
。今
年
は
、そ
の
見
直
し
の
年
。

　

平
成　

年
に
介
護
保
険
制
度
が
開
始
さ

１２

れ
た
時
に
比
べ
、認
定
さ
れ
た
方
は
倍
に

増
え
、サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
方
も
2
4
0

人
か
ら
現
在
は
8
8
0
人
に
増
え
て
い
ま

す
。

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
受
給
の
増
加
も
、今
回

の
保
険
料
見
直
し
の
大
き
な
要
因
に
な
っ

て
い
ま
す
。

 
Ａ　

介
護
申
請
手
続
き
は
、次
の
2
カ
所

で
行
っ
て
い
ま
す
。

★
留
萌
市
保
健
セ
ン
タ
ー「
は
ー
と
ふ
る
」

　

い
き
が
い
課
介
護
保
険
係

　

�　

・
2
5
5
8

49

　

五
十
嵐
町
1
丁
目
1
番　

号
10

★
市
役
所
社
会
福
祉
課
総
合
相
談
窓
口

　

�　

・
1
8
0
7
�内
 
　

42

154

　

幸
町
1
丁
目　

番
地

11

報
３
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
が
、４
月
か
ら
介
護
保
険
制
度

の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

今
月
号
は
、介
護
保
険
に
つ
い
て
問
い

合
わ
せ
の
あ
り
ま
し
た
質
問
に
つ
い
て

お
答
え
し
ま
す
。

Ａ　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
、介

護
予
防
に
関
す
る
支
援
や
計
画
作
成
、地

域
支
援
事
業
な
ど
、介
護
を
必
要
と
す
る

方
々
へ
の
総
合
的
な
支
援
を
行
う
拠
点
の

こ
と
で
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、保
健

師
の
ほ
か
、高
齢
者
虐
待
を
は
じ
め
各
種

の
相
談
に
の
る
社
会
福
祉
士
、介
護
が
困

難
な
方
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
主
任
ケ
ア
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
の
三
人
が
常
駐
し
て
い
ま
す
。

　

設
置
場
所
は
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー「
は

ー
と
ふ
る
」で
す
。

 
Ａ　

留
萌
市
で
予
定
し
て
い
る
事
業

①
運
動
器
の
機
能
向
上
事
業

　

介
護
や
支
援
が
必
要
と
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
高
齢
者
の
方
を
対
象
に
、３
カ
月（
週

2
回
）を
期
間
と
し
て
、そ
の
人
に
あ
っ
た

体
操
な
ど
に
よ
り
、体
の
機
能
向
上
を
図

る
事
業
で
す
。

② 
口  
腔 
機
能
の
向
上
事
業

こ
う 

く
う

　

高
齢
者
の
方
が
、お
い
し
く
、楽
し
く
、

安
全
な
食
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、摂
食
、 嚥  
下 （
飲
み
込
む
）機
能
の
向
上
、

え
ん 

げ

気
道
感
染
予
防
、栄
養
改
善
、食
べ
る
こ
と

の
楽
し
み
の
向
上
を
目
的
に
、口
腔
、義
歯

清
掃
法
の
指
導
、歯
科
保
健
指
導
等
を
実

施
す
る
事
業
で
す
。

※
現
在
こ
の
他
の
事
業
も
検
討
中
で
す
。

事
業
の
対
象
と
な
る
方
に
は
個
別
に
ご
連

絡
い
た
し
ま
す
。

広

教
え
て
！
市
役
所

介
護
保
険
に
つ
い
て
、あ
な
た
は
ど
の
く
ら
い

知
っ
て
い
ま
す
か
？

介護保険料が見直されます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険料年額対　　　象　　　者保険料の段階

24,400円
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって世 
帯全員が住民税非課税の場合等    

第1段階

24,400円
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額、合計
所得金額が80万円以下の場合

第2段階

36,600円
世帯全員が住民税非課税で第2段階対象者以外の   
場合

第3段階

48,800円
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は 
住民税非課税の場合等

第4段階

61,000円
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が２００万   
円未満の場合等

第5段階

73,200円
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が２００万
円以上の場合

第6段階

�お問い合わせ�
留萌市五十嵐町１丁目

保健センターはーとふる

留萌市生活福祉部

いきがい課介護保険係

�４９・２５５８内線１22・123

（介護保険制度のことについて、

聞きたいことはありませんか？

気軽にお尋ねください。）

7

Q 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
？

Q 
新
し
く
始
ま
る
介
護
予
防
事
業
と
は
？

Q 
介
護
保
険
料
の
見
直
し
は
？

Q 
申
請
手
続
き
の
場
所
は
？


